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第１章 基本理念 計画期間
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○基本理念

「助かる命を助ける」ことを最優先に「耐震化」と「減災化」を両輪に、南
海トラフ巨大地震・中央構造線活断層地震など、大規模地震発生時の建物被
害から一人でも多くの県民の命を守り、「死者ゼロ」を目指します。

○計画の対象期間

本計画の対象期間は、令和８年度から令和１２年度までとします。
なお、今後の社会情勢の変化や事業の進捗状況に応じた計画内容の検証や他
の関連計画を踏まえた見直しを行います。



第２章 想定される地震の規模と被害
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令和７年３月に内閣府が公表した「南海トラフ巨大地震被害想定」を踏まえ、最新の地形
データなどを反映し、県ではより詳細な県独自の「津波浸水想定」を令和７年９月に公表

南海トラフ巨大地震による津波浸水想定図



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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○住宅に対する基本的な取組方針

・住宅の耐震化・減災化の促進のためには、
住宅の所有者等が、自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠

・県は、所有者等の経済的負担の軽減のための支援制度、耐震診断や耐震改修を行う技術
者や事業者の人材育成、普及啓発、相談体制の整備などを行います。

・住宅の所有者等に対しては、世帯構成や生活形態、現状の耐震性の状況等により
必要となる対策も異なるため、個々の状況に応じた誘導を行います。



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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○命を守る取り組み

ア．耐震診断の促進

命を守るためには、自らの住宅の耐震性について把握することが重要です。
耐震診断では、建物が地震も揺れに対してどの程度耐震性を持っているか数値で示し、
建物のどこに問題があり、補強が必要かどうか、耐震診断員が説明を行います。
耐震性が低い場合は、個々の状況に応じた対策が必要です。

イ．耐震改修の促進

耐震診断の結果、耐震性なしと診断された住宅で生活している人命や財産を、
地震による住宅の倒壊の被害から守るためには、現在の耐震基準を満たすよ
うに住宅の強度を増すための耐震改修工事を実施することが重要です。



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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ウ．圧死などから人命の安全を確保する
「耐震シェルター」や「耐震ベッド」の設置の促進

・地震による住宅の倒壊から最低限、人命の安全を確保するために
「耐震シェルター」や「耐震ベッド」は有効です。

・これらは住宅全体を補強する耐震改修よりも、
比較的安価で、工事期間が短く設置が可能

⇒ 「今後長く住まない」という理由などから
住宅の耐震化に躊躇する高齢者に対して設置を促進



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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○情報提供と普及啓発の強化

ア．パンフレットやホームページでの周知活動
イ．戸別訪問による普及啓発
ウ．あらゆる場面を通じた普及啓発
エ．セミナーや講習会の実施

・住民の対応を待つだけではなく、特に耐震化が進んでいない地域や高齢者世帯に対し
て、市町村や関係団体と連携して、対象となる住宅を積極的に訪問し、行うアウト
リーチ型の啓発活動を実施

・なぜ耐震化や減災化が必要なのか、具体的な行動に移すための手順として耐震診断や
耐震改修などの流れ、お住まいの市町村が実施している支援制度や申請手続きなどの
説明を行います。



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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○人材育成の推進

・耐震診断や耐震改修などが適切に行われるためには、技術者・事業者が耐震
診断や耐震改修などについて必要な知識、技術等の習得に努めることが必要

「徳島県木造住宅耐震診断員」
「徳島県木造住宅耐震改修施工者等」を登録しホームページで公開

・「耐震改修施工者の技術力向上」と「レベルの高い耐震改修施工者を見える
化」するため、耐震改修施工者向けのスキルアップ講習会を実施し、よりスキ
ルの高い者を「耐震改修施工エキスパート」として認定します



第４章 耐震化・減災化を促進するための施策
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○相談体制の強化
住宅の所有者等が安心して耐震化や減災化を実施できる環境整備が重要です。
県では、県民からの様々な相談を受け付ける「耐震相談総合窓口」を県住宅課に設置し、
耐震診断や耐震改修などの相談、支援制度の情報提供などをより一層細やかに行います。
また、県内全市町村の担当課においても、職員は研修等により知識の習得に努め、県と
連携しながら相談及び制度の情報提供に努めます。
さらに、建築関係団体と連携して、住民からの相談はもとより事業者からの技術的な相
談にも対応するための相談窓口を設置、またあらゆる相談に対応するため適切な相談窓
口を案内します。



第５章 地震に対するその他安全対策
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○地盤などの立地リスクの把握と周知

住民が地震対策を行うにあたり、自宅の立地リスクを把握しておく必要があります。
県地震の震度分布、浸水想定、液状化危険度分布図や避難場所などの様々な情報をまと
めた「防災・減災マップ」を公開し、情報提供に努めます。


